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資本関係又は人的関係がある者（同族企業）同士が、同一の入札へ参加することは、

公正な入札の執行の観点から公平性が阻害されるおそれがあることから、当市におい

て運用基準を制定します。 
 

［対象］    建設工事の一般競争入札 

 

「制限の基準」 （１）資本関係（親会社と子会社の関係 など） 

             （２）人的関係（会社の役員の兼任 など） 

（３）その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

 

  ※運用基準については、幸手市ホームページを参照ください。 

  

 

 

 

 

当市以外の国又は地方公共団体発注工事との兼務も可能になるよう、取扱要領を新

たに制定します。 

 

   ●対象工事  以下の条件をすべて満たした２件の工事   

①幸手市（幸手市水道部を含む）発注の工事 

         ②設計金額が１件当たり２，５００万円未満の工事であること 

           ③現場代理人の兼務が認められている工事であること 

 

[新要領]   

●対象工事  次の各号に掲げる条件をすべて満たす２件の工事  

（１）国又は地方公共団体が発注した工事であるもの 

（２）次のいずれかの条件を満たす工事であるもの 

ア 当初請負契約額が３，５００万円未満の工事 

イ 単価契約による工事 

（３）工事現場の相互距離が１０ｋｍ以内のもの 

 

※新しい取扱要領については、幸手市ホームページを参照ください。 

 

 

 

担  当 総務部  契約管財課  契約検査管財担当   

ＴＥＬ ０４８０（４３）１１１１（内線２６２） 

資本関係又は人的関係がある者（同族企業）同士の同一入札
への参加を制限する運用基準について 

建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和について 

［適用］ 令和５年４月１日から公告する案件 

お知らせ② 

［適用］ 令和５年４月１日から公告又は指名通知する案件 

令和５年３月１日 

[現状] 


